
 

 

 

 

 

   千曲市体育施設条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 千曲市体育施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

 

 

 

 

令和５年５月２４日提出 

  千曲市教育長  小松 信美

議案第 13号 



 

 

     千曲市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 千曲市体育施設条例(平成 15年千曲市条例第 121 号)の一部を次のように改正

する。 

 別表第１中 

「 

千曲市弓道場 千曲市大字稲荷山 2086 番地９ 

更埴ゲートボール場 千曲市大字杭瀬下 1255 番地３ 

                             」を 

「 

千曲市弓道場 千曲市大字稲荷山 2086 番地９ 

                                 」に

改める。 

 別表第２中 

「 

更埴弓道場 

更埴テニスコート 

東部テニスコート 

１月４日から 12 月 28 日まで。ただ

し、月曜日（その日が国民の祝日に関

する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日に当たるときは火曜

日）は、除く。 

午前９時から

午後９時まで 

更埴ゲートボール

場 

年間 午前８時から

午後５時まで 

                                 」を 

「 

更埴弓道場 

更埴テニスコート 

東部テニスコート 

１月４日から 12 月 28 日まで。ただ

し、月曜日（その日が国民の祝日に関

する法律（昭和 23 年法律第 178 号）

に規定する休日に当たるときは火曜

日）は、除く。 

午前９時から

午後９時まで 

                                 」に

改める。 



 

 

 別表第３中 

「 

更埴・八幡屋内ゲートボール場・上山田多目的運動場（ゲートボール

場）・上山田ゲートボール場 

                                 」を 

「 

八幡屋内ゲートボール場・上山田多目的運動場（ゲートボール場）・

上山田ゲートボール場 

                                 」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



     条例、規則等制定提案理由書    資料№ 
 

Ｐ 8813   

条例、規則等の名称 千曲市体育施設条例 

制 定 区 分       

（該当字句を 

 ○で囲む） 

 

制定する根拠 

及びその内容 

（法令、準則等 

 の名称） 

地方自治法（昭和22年法律第67号） 第244条の2 

 

 提案理由 

 

現在国土交通省により進められている、千曲川災害関連埴生遊水地（背割堤）工事に伴い、更埴ゲ

ートボール場用地を売却したため、更埴ゲートボール場を廃止し、千曲市体育施設条例の一部を改正

するもの。 

 

新  規     一部改正     全部改正 



 



千曲市体育施設条例（平成15年千曲市条例第121号）新旧対照表 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条関係） 

 名称  位置 

更埴体育館 千曲市杭瀬下二丁目4番地 

勤労者体育センター 千曲市大字稲荷山2086番地2 

東部体育館 千曲市大字生萱120番地 

桑原体育館 千曲市大字桑原1340番地 

戸倉体育館 千曲市大字磯部1406番地1 

更埴テニスコート 千曲市大字稲荷山2131番地2 

東部テニスコート 千曲市大字森86番地 

千曲市弓道場 千曲市大字稲荷山2086番地9 

更埴ゲートボール場 千曲市大字杭瀬下1255番地3 

八幡屋内ゲートボール場 千曲市大字八幡3311番地 

上山田ゲートボール場 千曲市大字新山631番地4 

大田原マレットパーク 千曲市大字桑原877番地2 

戸倉体育館マレットゴルフ場 千曲市大字磯部1406番地1 

さらしなの里マレットパーク 千曲市大字羽尾2734番地 

萬葉の里スポーツエリアマレットゴルフ場 千曲市大字上山田3813番地27先 

土口運動広場 千曲市大字土口143番地 

倉科運動広場 千曲市大字倉科1043番地 

森運動広場 千曲市大字森1348番地1 

桑原運動広場 千曲市大字桑原16番地 

大田原運動広場 千曲市大字桑原3458番地1 

戸倉体育館Aグラウンド 千曲市大字磯部1406番地3 

戸倉体育館Bグラウンド 千曲市大字磯部1406番地3 

千本柳運動場 千曲市大字千本柳1417番地1先 

萬葉の里スポーツエリア野球場A 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア野球場B 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア少年野球場 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア陸上競技場 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリアサッカー場 千曲市大字上山田3813番地27先 

上山田多目的運動場 千曲市大字上山田3633番地 

戸倉レストハウス 千曲市大字磯部1406番地1 

千曲市サッカー場 千曲市大字磯部1406番地12 

 

別表第１（第２条関係） 

 名称  位置 

更埴体育館 千曲市杭瀬下二丁目4番地 

勤労者体育センター 千曲市大字稲荷山2086番地2 

東部体育館 千曲市大字生萱120番地 

桑原体育館 千曲市大字桑原1340番地 

戸倉体育館 千曲市大字磯部1406番地1 

更埴テニスコート 千曲市大字稲荷山2131番地2 

東部テニスコート 千曲市大字森86番地 

千曲市弓道場 千曲市大字稲荷山2086番地9 

                         

八幡屋内ゲートボール場 千曲市大字八幡3311番地 

上山田ゲートボール場 千曲市大字新山631番地4 

大田原マレットパーク 千曲市大字桑原877番地2 

戸倉体育館マレットゴルフ場 千曲市大字磯部1406番地1 

さらしなの里マレットパーク 千曲市大字羽尾2734番地 

萬葉の里スポーツエリアマレットゴルフ場 千曲市大字上山田3813番地27先 

土口運動広場 千曲市大字土口143番地 

倉科運動広場 千曲市大字倉科1043番地 

森運動広場 千曲市大字森1348番地1 

桑原運動広場 千曲市大字桑原16番地 

大田原運動広場 千曲市大字桑原3458番地1 

戸倉体育館Aグラウンド 千曲市大字磯部1406番地3 

戸倉体育館Bグラウンド 千曲市大字磯部1406番地3 

千本柳運動場 千曲市大字千本柳1417番地1先 

萬葉の里スポーツエリア野球場A 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア野球場B 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア少年野球場 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリア陸上競技場 千曲市大字上山田3813番地27先 

萬葉の里スポーツエリアサッカー場 千曲市大字上山田3813番地27先 

上山田多目的運動場 千曲市大字上山田3633番地 

戸倉レストハウス 千曲市大字磯部1406番地1 

千曲市サッカー場 千曲市大字磯部1406番地12 

 



千曲市体育施設条例（平成15年千曲市条例第121号）新旧対照表 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条関係） 

施設名 利用期間 利用時間 

更埴体育館 

勤労者体育センター 

東部体育館 

桑原体育館 

戸倉体育館 

戸倉レストハウス 

千曲市サッカー場 

1月4日から12月28日まで。ただし、月

曜日（その日が国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日に当たるときは火曜日）は、除く。 

午前9時から午後

9時30分まで 

更埴弓道場 

更埴テニスコート 

東部テニスコート 

1月4日から12月28日まで。ただし、月

曜日（その日が国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日に当たるときは火曜日）は、除く。 

午前9時から午後

9時まで 

更埴ゲートボール場 年間 午前8時から午後

5時まで 

八幡屋内ゲートボール場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後

9時まで 

上山田ゲートボール場 3月16日から11月30日まで 午前9時から午後

7時まで 

土口運動広場 

倉科運動広場 

森運動広場 

桑原運動広場 

大田原運動広場 

年間 午前8時から午後

5時まで 

戸倉体育館Aグラウンド 

戸倉体育館Bグラウンド 

1月4日から12月28日まで 午前5時から午後

9時30分まで 

千本柳運動場 1月4日から12月28日まで 午前5時から午後

7時まで 

上山田多目的運動場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後

9時まで 

萬葉の里スポーツエリア 3月16日から11月30日まで 午前5時から午後

7時まで 

大田原マレットパーク 4月20日から11月30日まで 午前9時から午後

5時まで 

戸倉体育館マレットゴルフ

場 

さらしなの里マレットパー

ク 

年間 午前5時から午後

7時まで 

 

別表第２（第３条関係） 

施設名 利用期間 利用時間 

更埴体育館 

勤労者体育センター 

東部体育館 

桑原体育館 

戸倉体育館 

戸倉レストハウス 

千曲市サッカー場 

1月4日から12月28日まで。ただし、月

曜日（その日が国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日に当たるときは火曜日）は、除く。 

午前9時から午後

9時30分まで 

更埴弓道場 

更埴テニスコート 

東部テニスコート 

1月4日から12月28日まで。ただし、月

曜日（その日が国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日に当たるときは火曜日）は、除く。 

午前9時から午後

9時まで 

                    

 

八幡屋内ゲートボール場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後

9時まで 

上山田ゲートボール場 3月16日から11月30日まで 午前9時から午後

7時まで 

土口運動広場 

倉科運動広場 

森運動広場 

桑原運動広場 

大田原運動広場 

年間 午前8時から午後

5時まで 

戸倉体育館Aグラウンド 

戸倉体育館Bグラウンド 

1月4日から12月28日まで 午前5時から午後

9時30分まで 

千本柳運動場 1月4日から12月28日まで 午前5時から午後

7時まで 

上山田多目的運動場 1月4日から12月28日まで 午前9時から午後

9時まで 

萬葉の里スポーツエリア 3月16日から11月30日まで 午前5時から午後

7時まで 

大田原マレットパーク 4月20日から11月30日まで 午前9時から午後

5時まで 

戸倉体育館マレットゴルフ

場 

さらしなの里マレットパー

ク 

年間 午前5時から午後

7時まで 

 



千曲市体育施設条例（平成15年千曲市条例第121号）新旧対照表 

改正前 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第９条関係） 

 

 更埴体育館・戸倉体育館～ 

 更埴・東部テニスコート・上山田多目的運動場（テニスコート） 

 （略） 

 

 更埴・八幡屋内ゲートボール場・上山田多目的運動場（ゲートボール場）・上山田ゲ

ートボール場 

利用区分 使用料 その他 

 午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

電灯利用する場

合の加算額 

市外の団体等が専

用する場合（１面に

つき） 

屋内 
750円 750円 750円 １時間につき

550円 

 

屋外 
370円 370円 370円 １時間につき

550円 

 

備考 営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の５割に相当する

額を加算した額とする。 

 

戸倉体育館Ａグラウンド・戸倉体育館Ｂグラウンド・千本柳運動場～ 

別表第４（第13条関係） 

（略） 

 

 

別表第３（第９条関係） 

 

 更埴体育館・戸倉体育館～ 

 更埴・東部テニスコート・上山田多目的運動場（テニスコート） 

 （略） 

 

    八幡屋内ゲートボール場・上山田多目的運動場（ゲートボール場）・上山田ゲ

ートボール場 

利用区分 使用料 その他 

 午前９時か

ら正午まで 

正午から午

後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

電灯利用する場

合の加算額 

市外の団体等が専

用する場合（１面に

つき） 

屋内 
750円 750円 750円 １時間につき

550円 

 

屋外 
370円 370円 370円 １時間につき

550円 

 

備考 営利を目的とする場合の使用料については、定める当該使用料の５割に相当する

額を加算した額とする。 

 

戸倉体育館Ａグラウンド・戸倉体育館Ｂグラウンド・千本柳運動場～ 

別表第４（第13条関係） 

（略） 

 



 


